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１．法人事業税の税率改正について 

令和元年１０月１日以後に開始する事業年度から適用される法人事業税（所得割及び収入割に限

る。）の標準税率が以下のとおり改正されました。 

 

資本金の額又は出資金の額（以下「資本金」という。）が１億円以下の普通法人等 

事業年度 

 

課税標準 

平成 26 年 10 月 1 日から

令和元年9月30日までに

開始する事業年度 

令和元年10月1日以後に

開始する事業年度 

 

所得のうち年 400 万円以下の金額 ３．４％ ３．５％ 

所得のうち年 400 万円を超え 800 万円以下の金額 ５．１％ ５．３％ 

所得のうち年 800 万円を超える金額及び清算所得 ６．７％ ７．０％ 

軽減税率不適用法人（注） ６．７％ ７．０％ 

 

資本金が１億円超の普通法人（外形標準課税法人） 

事業年度 

 

課税標準 

平成 28 年 4 月 1 日から 

令和元年9月30日までに

開始する事業年度 

令和元年10月1日以後に

開始する事業年度 

所得のうち年 400 万円以下の金額 ０．３％ ０．４％ 

所得のうち年 400 万円を超え 800 万円以下の金額 ０．５％ ０．７％ 

所得のうち年 800 万円を超える金額及び清算所得 ０．７％ １．０％ 

軽減税率不適用法人（注） ０．７％ １．０％ 

付加価値割 １．２％ １．２％ 

資本割 ０．５％ ０．５％ 

 

特別法人（信用金庫、医療法人等） 

事業年度 

 

課税標準 

平成 26 年 10 月 1 日から

令和元年9月30日までに

開始する事業年度 

令和元年10月1日以後に

開始する事業年度 

所得のうち年 400 万円以下の金額 ３．４％ ３．５％ 

所得のうち年 400 万円を超える金額及び清算所得 ４．６％ ４．９％ 

軽減税率不適用法人（注） ４．６％ ４．９％ 

 

 

（注）軽減税率不適用法人：３以上の都道府県において事務所等を設けて事業を行う法人で資本金

が 1,000 万円以上の法人 

 

 

平成３１年度税制改正等について 



電気供給業、ガス供給業及び保険業を行う法人（収入割） 

事業年度 

 

課税標準 

平成 26 年 10 月 1 日から

令和元年9月30日までに

開始する事業年度 

令和元年10月1日以後に

開始する事業年度 

収入金額総額 ０．９％ １．０％ 

 

２．特別法人事業税の創設 

 令和元年１０月１日以後に開始する事業年度から地方法人特別税が廃止されます。それに伴い復

元される法人事業税（所得割・収入割）の一部（法人事業税の約３割）が分割され、特別法人事業

税（国税）となります。 

  

主な税率区分 

地方法人特別税 特別法人事業税 

平成 28 年 4 月 1 日から令和元年 9

月 30 日までに開始する事業年度 

令和元年 10 月 1日以後に開始する事業

年度 

資本金１億円以下の普通法人等 ４３．２％ ３７％ 

外形標準課税法人 ４１４．２％ ２６０％ 

特別法人 ４３．２％ ３４．５％ 

収入金課税対象法人 ４３．２％ ３０％ 

３．法人県民税法人税割の税率改正について（平成２８年度税制改正） 

 令和元年１０月１日以後に開始する事業年度から適用される法人県民税法人税割の税率が以下

のとおり変更されます。 

 平成 26年 10月 1日から令和元年 9月 30

日までに開始する事業年度 

令和元年10月1日以後に開始する事業年

度 

標準税率（注） ３．２％ １．０％ 

超過税率 ４．０％ １．８％ 

（注）資本金の額または出資金の額が１億円以下の法人（「保険業法に規定する相互会社」「資産の

流動化に関する法律に規定する特定目的会社」「投資信託及び投資法人に関する法律に規定する

投資法人」「法人課税信託に係る受託法人」を除く。）で、かつ、法人税割額の課税標準となる法

人税額が年 1,000 万円以下の法人に適用されます。 

 

本件に対する問合せ ⇒ 各県税事務所 法人担当まで 

 中央県税事務所  ０４３（２３１）２３００  旭県税事務所     ０４７９（６２）０７７２ 

 千葉西県税事務所 ０４３（２７９）７１１１  東金県税事務所   ０４７５（５４）０２２３ 

 船橋県税事務所  ０４７（４３３）１２７８  茂原県税事務所   ０４７５（２２）１７２１ 

 松戸県税事務所  ０４７（３６１）２２７９  館山県税事務所   ０４７０（２２）７１１７ 

 柏県税事務所   ０４（７１４７）８７４３  木更津県税事務所 ０４３８（２５）１１１０ 

 佐倉県税事務所  ０４３（４８３）１１１４  市原県税事務所   ０４３６（２２）２１７１ 

 香取県税事務所  ０４７８（５４）１３１４                 

http://www.pref.chiba.lg.jp/zeimu/jimusho/index.html         

 

２０１９．４ 

http://www.pref.chiba.lg.jp/zeimu/jimusho/index.html

